
JP 5105855 B2 2012.12.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリンタに対する複数種類の印刷設定項目を有する操作画面の表示と、前記印刷設定項
目への設定を行う情報処理装置であって、
　複数種類の印刷設定項目を有する第１表示領域と、前記第１表示領域上の印刷設定項目
の設定操作の履歴を示す履歴データを表示する第２表示領域を含む操作画面を表示する操
作画面表示手段と、
　前記複数種類の印刷設定項目中の第１印刷設定項目に対する操作をユーザから受け付け
て、ユーザから前記第１印刷設定項目に対する操作を受け付けた場合に第２印刷設定項目
を操作可能状態から操作不可状態に設定する設定手段と、
　前記設定手段が操作不可状態に設定した前記第２印刷設定項目が指示された場合、前記
第２表示領域に表示される前記履歴データの内、前記第２印刷設定項目を操作不可状態に
した原因となる履歴データを他の履歴データと識別可能となるように表示する表示制御手
段と、
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から履歴データの指示をユーザから受け付けた
場合に前記ユーザから受け付けた前記履歴データに対応する印刷設定項目とコンフリクト
する印刷設定項目に関するコンフリクト情報を表示するコンフリクト情報表示手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から選択した履歴データを削除する削除手段と
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、
　前記削除手段による削除操作がなされた場合、削除対象の履歴データ以降に生成された
履歴データそれぞれに対応する変更後の印刷設定値を、対応する変更前の印刷設定値に戻
す設定変更手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　第１印刷設定項目とコンフリクトする前記第２印刷設定項目の設定状態を変更するルー
ルを示すコンフリクトルールを記憶管理するコンフリクトルール記憶手段を更に備え、
　前記設定手段は、前記第１印刷設定項目に対する設定内容に基づいて、前記第２印刷設
定項目の設定状態を前記コンフリクトルールで示される設定状態に変更する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　プリンタに対する複数種類の印刷設定項目を有する操作画面の表示と、前記印刷設定項
目への設定を行う情報処理装置の制御をコンピュータに実行させるためのコンピュータプ
ログラムであって、
　複数種類の印刷設定項目を有する第１表示領域と、前記第１表示領域上の印刷設定項目
の設定操作の履歴を示す履歴データを表示する第２表示領域を含む操作画面を表示する操
作画面表示工程と、
　前記複数種類の印刷設定項目中の第１印刷設定項目に対する操作をユーザから受け付け
て、ユーザから前記第１印刷設定項目に対する操作を受け付けた場合に第２印刷設定項目
を操作可能状態から操作不可状態に設定する設定工程と、
　前記設定工程が操作不可状態に設定した前記第２印刷設定項目が指示された場合、前記
第２表示領域に表示される前記履歴データの内、前記第２印刷設定項目を操作不可状態に
した原因となる履歴データを他の履歴データと識別可能となるように表示する表示制御工
程と、
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から履歴データの指示をユーザから受け付けた
場合に前記ユーザから受け付けた前記履歴データに対応する印刷設定項目とコンフリクト
する印刷設定項目に関するコンフリクト情報を表示するコンフリクト情報表示工程と
　をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から選択した履歴データを削除する削除工程と
、
　前記削除工程による削除操作がなされた場合、削除対象の履歴データ以降に生成された
履歴データそれぞれに対応する変更後の印刷設定値を、対応する変更前の印刷設定値に戻
す設定変更工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　第１印刷設定項目とコンフリクトする前記第２印刷設定項目の設定状態を変更するルー
ルを示すコンフリクトルールを記憶媒体に記憶管理するコンフリクトルール記憶工程を更
に備え、
　前記設定工程は、前記第１印刷設定項目に対する設定内容に基づいて、前記第２印刷設
定項目の設定状態を前記コンフリクトルールで示される設定状態に変更する
　ことを特徴とする請求項４または５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　プリンタに対する複数種類の印刷設定項目を有する操作画面の表示と、前記印刷設定項
目への設定を行う情報処理装置の制御方法であって、
　複数種類の印刷設定項目を有する第１表示領域と、前記第１表示領域上の印刷設定項目
の設定操作の履歴を示す履歴データを表示する第２表示領域を含む操作画面を表示する操
作画面表示工程と、
　前記複数種類の印刷設定項目中の第１印刷設定項目に対する操作をユーザから受け付け
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て、ユーザから前記第１印刷設定項目に対する操作を受け付けた場合に第２印刷設定項目
を操作可能状態から操作不可状態に設定する設定工程と、
　前記設定工程が操作不可状態に設定した前記第２印刷設定項目が指示された場合、前記
第２表示領域に表示される前記履歴データの内、前記第２印刷設定項目を操作不可状態に
した原因となる履歴データを他の履歴データと識別可能となるように表示する表示制御工
程と、
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から履歴データの指示をユーザから受け付けた
場合に前記ユーザから受け付けた前記履歴データに対応する印刷設定項目とコンフリクト
する印刷設定項目に関するコンフリクト情報を表示するコンフリクト情報表示工程と
　を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタに対する複数種類の印刷設定項目を有する操作画面の表示と、前記
印刷設定項目への設定を行う情報処理装置及びその制御方法、コンピュータプログラムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ上で作成した文書や図等のファイルをアプリケーションから印刷する際に
は、プリンタドライバを使ってファイルから得られる描画データをプリンタ制御言語に変
換し、プリンタに送信するのが一般的である。そのとき、用紙の種類や両面、カラー、給
紙段等のプリンタに関する印刷設定は、アプリケーションが有する印刷設定用のユーザイ
ンタフェースか、プリンタドライバが提供する印刷設定用のユーザインタフェースを使用
して行う。基本的な印刷設定は、アプリケーションが有するユーザインタフェースで設定
できるが、プリンタだけが有する特殊機能や詳細設定はプリンタドライバが提供するユー
ザインタフェースでないと設定することができない。
【０００３】
　プリンタドライバの機能は年々増加する一方であり、数百個の機能を有するプリンタド
ライバも少なくない。印刷設定を行うユーザインタフェースは、ボタンを押してさらに開
く第二階層や第三階層が複数存在するほど膨れ上がり、どこで設定するのかに迷うことも
多い。これだけ多い機能を設定するだけでもユーザには大変な作業であるが、さらにプリ
ンタドライバは機能のコンフリクト（競合）が非常に多く存在する。
【０００４】
　機能のコンフリクトとは、一つの機能を選択した場合、他の機能が使えなくなったり他
の印刷設定値を丸めることを指す。例えば、ユーザ定義用紙を選択した際にはステイプル
機能を使用することはできない。この場合、ユーザ定義用紙を選択するとユーザインタフ
ェース上のステイプル機能の設定項目はグレーアウトされたり、隠れたりして選択が禁止
されたり、警告としてメッセージが表示されたりする。
【０００５】
　このため、ユーザは自分が思い描く印刷設定をプリンタドライバのユーザインタフェー
スで設定できないことが多々あった。また、設定したくても、ユーザインタフェース上の
意図する設定項目が選択できなくなってたり、何が原因で設定できないのかがわからなく
なっていたり、実際に設定を行って印刷してみても、設定したとおりに印刷されなかった
りしていた。
【０００６】
　プリンタドライバは、このような問題に対処するために、ユーザにメッセージで知らせ
ることで、このコンフリクトの状態を通知している。例えば、「コンフリクトが発生しま
した。機能Ａと機能Ｂは同時に使用することができません。」と表示されれば、ユーザは
現在コンフリクト状態であることを知り、機能を変更することができる。また、もう少し
高度に「機能Ｃが原因でこの機能は使用することができません。」というように、設定で
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きない理由を表示するプリンタドライバもある。このように、機能のコンフリクトの状態
を、メッセージでユーザに通知する方法がある。他にも、選択できない機能の設定項目に
はエクスクラメーションマーク等のアイコンを表示することによって、コンフリクトして
いる機能であることを通知する方法がある。
【０００７】
　これに加えて、ユーザの操作の履歴を使用してコンフリクトを解決する方法も従来から
存在している。この方法は、ユーザがプリンタドライバのユーザインタフェースにおいて
機能を設定した操作の履歴データを保存しておき、この操作の履歴データを元にして頻繁
に利用する機能を抽出する。そして、抽出した機能を元にコンフリクトが起きないように
印刷設定画面を自動生成したり、いくつかの印刷条件をユーザに提供してその中からのみ
選択させることで、コンフリクトを意識させないようにしていた。これは、特許文献１や
２で開示される方法である。
【特許文献１】特開２００２－０７３３１４
【特許文献２】特開２００６－０３９６３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の従来の技術では、自分が設定したどの操作が原因でコンフリクト
が起こり、設定ができなくなっているのかを認識することが困難なケースが存在する。コ
ンフリクトの理由をメッセージで表示してくれる場合においても、プリンタドライバが非
常に複雑になってくると、一概にはその原因が特定できない場合もある。
【０００９】
　例えば、「製本印刷」のときに「倍率（変倍）」機能が使用できないというコンフリク
トと、「倍率」が使用できないときは「Ｎｕｐ」印刷機能が使用できないというコンフリ
クトを有するプリンタドライバがあるとする。この条件で、ユーザが「製本印刷」を選択
して「Ｎｕｐ」印刷設定を行おうとすると、「Ｎｕｐ」印刷設定は選択できなくなってい
る。そこで、コンフリクトの理由としては「倍率が使用できないため」と表示される。し
かしながら、このコンフリクトの理由の原因は、ユーザが実際には倍率をＯＦＦにしたの
ではなく、正確には「製本印刷」に設定したことによるものである。
【００１０】
　このように１対１のコンフリクトではなく、複数のコンフリクトが絡み合うケースでは
、１つのコンフリクトを元にしたメッセージだけではユーザが原因を認識できなくなって
しまうという問題がある。つまり、ひとつのコンフリクトがまた他のコンフリクトを誘発
してしまうような場合が存在する。
【００１１】
　また、コンフリクトを解決するために印刷設定値を元に戻そうとする場合には、自分が
行った一連の操作をすべて覚えておき、その操作の順番に元に戻す操作を行わなければな
らない。これは、コンフリクトの理由となっている機能だけ変更しても、他のコンフリク
トが発生しさらに他の印刷設定値を変更してしまって、完全に元の状態に戻らなくなって
しまうからである。さらに、複雑化したプリンタドライバのユーザインタフェースにより
、どこに理由となっている機能があるのかがわからなくなる場合もある。
【００１２】
　また、ユーザの操作の履歴データを元にユーザインタフェースを自動で再構築する場合
は、ユーザにコンフリクトを意識させずに操作させることはできても、頻繁に使う機能以
外は使いにくくなるという問題がある。つまり、ユーザは必ずしも頻繁に使う機能ばかり
使うだけでなく、特定の文書の印刷のときだけは特別な設定をしたい場合があるからであ
る。このような場合に、自動でユーザインタフェースを構築してしまうと、ユーザが要求
する設定にたどり着けなくなってしまい、コンフリクトが解決されていてもそもそも設定
ができないことになる。結局、標準設定に戻す機能等の初期設定機能を使用してデフォル
ト状態に設定状態を戻してから、再度やり直すという場合が多かった。
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【００１３】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、印刷設定の競合及び原因を
容易に確認でき、かつその競合を容易に解決することができる情報処理装置及びその制御
方法、コンピュータプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の目的を達成するための本発明による画像処理装置は以下の構成を備える。即ち、
　プリンタに対する複数種類の印刷設定項目を有する操作画面の表示と、前記印刷設定項
目への設定を行う情報処理装置であって、
　複数種類の印刷設定項目を有する第１表示領域と、前記第１表示領域上の印刷設定項目
の設定操作の履歴を示す履歴データを表示する第２表示領域を含む操作画面を表示する操
作画面表示手段と、
　前記複数種類の印刷設定項目中の第１印刷設定項目に対する操作をユーザから受け付け
て、ユーザから前記第１印刷設定項目に対する操作を受け付けた場合に第２印刷設定項目
を操作可能状態から操作不可状態に設定する設定手段と、
　前記設定手段が操作不可状態に設定した前記第２印刷設定項目が指示された場合、前記
第２表示領域に表示される前記履歴データの内、前記第２印刷設定項目を操作不可状態に
した原因となる履歴データを他の履歴データと識別可能となるように表示する表示制御手
段と、
　前記第２表示領域上の履歴データの一覧から履歴データの指示をユーザから受け付けた
場合に前記ユーザから受け付けた前記履歴データに対応する印刷設定項目とコンフリクト
する印刷設定項目に関するコンフリクト情報を表示するコンフリクト情報表示手段と
　を備える。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、印刷設定の競合及び原因を容易に確認でき、かつその競合を容易に解
決することができる情報処理装置及びその制御方法、コンピュータプログラムを提供でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の実施形態を説明するにあたり、上記の従来技術の問題点を再度説明する。
【００２３】
　上述のように、プリンタドライバＵＩを介して印刷設定を行う場合に、互いに同時の設
定を許さない印刷設定が存在する。このように印刷設定の競合（コンフリクト）が発生す
る場合、従来は、プリンタドライバのＵＩ上で競合が発生する印刷設定項目をグレーアウ
ト表示してユーザ選択させない手法（先優先）がある。しかしながら、この手法だと、グ
レーアウト表示されている印刷設定項目をユーザが選択したい場合に選択することができ
ず、ユーザはどの印刷設定項目が原因で所望とする印刷設定項目の設定ができないのか認
識できず、操作性が悪いという問題がある。
【００２４】
　これに対して、コンフリクトとなっている理由を表示することも考えられるが、競合と
なる印刷設定を列挙されても、印刷設定の競合に理解のあるユーザでなければ、現在の印
刷設定で直接の要因となっているものをすぐに認識できないという問題もある。
【００２５】
　また、従来の第２の手法として、競合が発生すると予想される印刷設定項目もアクティ
ブ表示しておき、ユーザにその印刷設定項目が選択されたことに応じて、コンフリクトと
なる別の印刷設定を強制的に解除する手法（後優先）がある。しかしながら、この手法だ
と、ユーザによっては、解除された印刷設定を優先したかった場合に解除されてしまうた
め、またその印刷設定項目を選択しなければならず、操作性が悪いという問題がある。



(6) JP 5105855 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

　本発明は、このような問題を解決するために、ユーザがプリンタドライバＵＩ（ユーザ
インタフェース）上で設定した印刷設定項目（設定値）の履歴を表示しておく。そして、
印刷設定が行われるたびに、コンフリクトが発生するか否かを判定し、コンフリクトが発
生する印刷設定項目をグレーアウト表示にする。ここで、グレーアウト表示されている印
刷設定項目が選択されると、その印刷設定項目がコンフリクトとなった要因の印刷設定操
作の履歴データをプリンタドライバＵＩ上で識別表示する。該当する履歴データが削除さ
れると、コンフリクト判定を再度行うことで、コンフリクトが解消される。
【００２６】
　また、プリントドライバＵＩが複数のタブシートや複数階層のウィンドウから構成され
ている場合でも、どのシートやウィンドウ上でも、印刷設定操作の履歴データを表示する
ことを可能にする。
【００２７】
　更に、履歴データから、ある印刷設定が削除されると、それに関連する印刷設定項目も
削除する。
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２９】
　図１は本発明の実施形態の印刷処理システムのブロック構成図である。
【００３０】
　尚、特に断らない限り、本発明が実行されるのであれば、単体の機能であっても、複数
の機器からなるシステムであっても、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワークを介して接続がな
され処理が行われるシステムであっても、本発明を適用できることは言うまでもない。
【００３１】
　図１は、一般的なコンピュータを用いたシステムのブロック構成図を示している。ＣＰ
Ｕ１０１は、ＲＯＭ１０２あるいはＲＡＭ１０３あるいは外部記憶装置１０５に格納され
たプログラムに従って装置全体の制御を行う。ＲＡＭ１０３はＣＰＵ１０１が各種処理を
行う際のワークエリアとしても使用される。
【００３２】
　外部記憶装置１０５は、オペレーティングシステム（ＯＳ）１０５４やアプリケーショ
ン１０５１、印刷関連プログラム１０５２、プリンタドライバ１０５３等のプログラムを
記憶している。キーボード１０８やポインティングデバイス１０９等の入力装置は、入力
Ｉ／Ｆ１０４を通じて、ユーザがコンピュータに対して各種指示を与えるための装置であ
る。
【００３３】
　尚、印刷関連プログラム１０５２とは、後述する図２のグラフィックスエンジンやプリ
ントマネージャ等の印刷に関係する各種プログラムである。
【００３４】
　出力Ｉ／Ｆ１０６は、データを外部に出力するためのインタフェースであり、モニタ１
１０やプリンタ１１１に対してデータを出力する。ここで、モニタ１１０には、アプリケ
ーション１０５１やプリンタドライバ１０５３が実現するユーザインタフェースを表示す
ることが可能であり、ユーザは、入力装置を介してユーザインタフェースにおいて各種設
定や操作を行うことが可能である。また、プリンタ１１１は、ローカルＩ／Ｏのみならず
、ネットワークを通して接続されていてもよい。また、１０７はシステムバスであり、コ
ンピュータの各種構成要素間でのデータの送受信を行うためのバスである。

　次に、本実施形態の印刷処理システムのソフトウェア構成について、図２を用いて説明
する。
【００３５】
　図２は本発明の実施形態の印刷処理システムのソフトウェア構成を示す図である。
【００３６】
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　尚、図２において、アプリケーション２０１は、図１のアプリケーション１０５１に対
応する。また、グラフィックスエンジン２０２、レイアウトモジュール２０４、プリント
マネージャ２０６は、図１の印刷関連プログラム１０５２に対応する。また、プリンタド
ライバ２０３は、図１のプリンタドライバ１０５３に対応する。また、オペレーティング
システム２００は、図１のＯＳ１０５４に対応する。また、プリンタ２０８は、図１のプ
リンタ１１１に対応する。
【００３７】
　図２では、一般的なコンピュータ上で実現する印刷処理システムのソフトウェア構成を
示している。ユーザは、例えば、キーボード１０８やポインティングデバイス１０９等の
入力装置を介して、モニタ１１０に表示されるアプリケーション２０１によって作成した
文書データ２０１１の印刷処理を実行することができる。
【００３８】
　印刷処理は、プリンタの選択、印刷設定の作成、描画データの変換と３つの処理を順番
に行うことで実行される。まずは、プリンタの選択として、例えば、印刷を実行するプリ
ンタ２０８に対応したプリンタドライバ２０３を選択する。
【００３９】
　次に、印刷設定の作成を行う。文書の印刷設定２０１２は、プリンタドライバ２０３の
コンフィギュレーションモジュール２０３１によって初期値が作成される。そして、その
初期値をアプリケーション２０１もしくはプリンタドライバ２０３のユーザインタフェー
スを使用してユーザが意図する最終印刷結果になるように変更することで、最終的な印刷
設定を確定する。例えば、用紙を「Ａ５」に変更したり、両面印刷を行う等の設定である
。これ以外にも、用紙の向きやレイアウト設定等がある。
【００４０】
　印刷設定を保存するデータ形式には２種類あり、１つはＤＥＶＭＯＤＥと呼ばれるバイ
ナリデータ形式のデータ構造体であり、もう１つはプリントチケットと呼ばれるタグを用
いるマークアップ言語ＸＭＬ形式のテキストデータである。この形態は、プリンタドライ
バ２０３やオペレーティングシステム２００の仕様によって異なる。
【００４１】
　最後に、文書データ２０１１から、実際に印刷する際の画像の集合である描画データ２
０１３への変換を行う。印刷設定２０１２が作成し終わったら、ユーザによって印刷処理
が実行され、オペレーティングシステム２００に印刷処理を通知する。オペレーティング
システム２００は、グラフィックスエンジン２０２を通じて、指定されたプリンタドライ
バ２０３で描画データ２０１３の処理を行う。
【００４２】
　印刷設定２０１２でレイアウト処理が指定されている場合は、プリンタドライバ２０３
で処理する前に一時的なスプールファイル２０５を作成し、レイアウトモジュール（プリ
ントプロセッサ）２０４を起動する。ここで、レイアウト処理とは用紙の順番を入れ替え
たり、一枚の用紙に複数ページを貼り付けたりする画像処理を指す。レイアウトモジュー
ル２０４でレイアウト変更後の描画データ２０１３は、プリンタドライバ２０３での処理
を行う。
【００４３】
　プリンタドライバ２０３は、レンダリングモジュール２０３２によって、描画データ２
０１３をプリンタ２０８が理解できるデータ言語、即ち、プリンタ制御言語に変換する。
このとき、プリンタドライバ２０３は、印刷設定２０１２も、プリンタ制御言語として変
換する。
【００４４】
　コンフィギュレーションモジュール２０３１、レンダリングモジュール２０３２はとも
に複数種類のプリンタ２０８に対して共通のモジュールであることが多く、機種毎の能力
を示す情報は機種依存データファイル２０３３に記述されている。コンフィギュレーショ
ンモジュール２０３１、レンダリングモジュール２０３２は適宜、この機種依存データフ
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ァイル２０３３を参照する。描画データ２０１３の変換によって得られるプリンタ制御言
語はスプールファイル２０５として逐次保存していく。すべての変換が完了すると、プリ
ントマネージャ２０６がスプールファイル２０５を取得し、印刷ジョブファイルとして保
持し印刷処理のスケジュール管理を行う。
【００４５】
　プリンタ２０８が印刷できる状態になったら、プリントマネージャ２０６はＩ／Ｏモジ
ュール２０７を介してプリンタ２０８に印刷ジョブデータを送信する。このようにして、
アプリケーション２０１からの文書データ２０１１がプリンタ制御言語に変換されて、プ
リンタ２０８で印刷される。
【００４６】
　次に、本実施形態のプリンタドライバ２０３のコンフィギュレーションモジュール２０
３１の詳細構成を図３を用いて説明する。また、プリンタドライバ２０３のユーザインタ
フェースの一例を図４を用いて説明する。
【００４７】
　図３は本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールの詳細構成を示す図であ
り、図４は本発明の実施形態のプリンタドライバのユーザインタフェースの一例を示す図
である。
【００４８】
　コンフィギュレーションモジュール２０３１は、大きく分けて５つのモジュールと４つ
のデータから構成される。尚、４つのデータは、例えば、ＲＡＭ１０３や外部記憶装置１
０５上に管理されている。メインＵＩ表示部３０１は、図４の操作画面であるユーザイン
タフェース（ＵＩ）４００の内、メインＵＩウィンドウ４０１を構築して表示する。メイ
ンＵＩウィンドウ４０１で表示するデータの設定や管理はメインデータ処理部３０２が担
当する。
【００４９】
　ここで、メインＵＩウィンドウ４０１は、複数種類の印刷設定項目がカテゴリ毎のタブ
シート上に構成されている印刷設定画面である。また、図４に示されるように、メインＵ
Ｉウィンドウ４０１には、原稿サイズ、出力用紙サイズ、ページレイアウト等の各種印刷
設定を行うためのコントロール（プルダウンメニュー、ラジオボタン、チェックボックス
等）が構成されている。
【００５０】
　マイシート表示部３０５は、ユーザインタフェース４００の内、マイシートウィンドウ
４０２を構築して表示する。マイシートウィンドウ４０２で表示するデータの設定や管理
はマイシートデータ処理部３０６が担当する。ここで、マイシートウィンドウ４０２は、
印刷設定の操作の履歴データを履歴データ一覧として表示する表示画面である。また、こ
のマイシートウィンドウ４０２上の履歴データ一覧から履歴データを選択して、削除ボタ
ン４０３を操作することで、その選択した履歴データを削除することが可能である。
【００５１】
　尚、マイシート表示部３０５は、メインＵＩウィンドウ４０１内の表示項目（タブシー
ト）が変更された場合でも、メインＵＩウィンドウ４０１が表示されている限り、マイシ
ートウィンドウ４０２を常に表示するように表示制御する。
【００５２】
　コンフリクトエンジン３０４は、メインＵＩウィンドウ４０１で設定された現在の印刷
設定値３０３、予め設定されているコンフリクトルール３０９に基づいて、印刷設定値同
士のコンフリクトを解決する。ここでのコンフリクトの解決とは、コンフリクトが発生し
ないように、第１印刷設定項目を設定した場合に、競合する第２印刷設定項目を操作不可
状態にすることである。
【００５３】
　また、履歴データベース３０７は、印刷設定の操作の履歴データを管理するためのデー
タベースである。この履歴データは、通常、プリンタドライバ２０３を操作するユーザ単
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位で管理される。また、理由リスト３０８は、コンフリクトを解決した結果、印刷設定値
を変更できなくなった印刷設定値（印刷設定項目）を収集し管理するリストである。
【００５４】
　尚、図４では、メインＵＩウィンドウ４０１とマイシートウィンドウ４０２とが異なる
ウィンドウで構成されている例を示しているが、これに限定されない。例えば、同一ウイ
ンドウ内に、メインＵＩウィンドウ４０１とマイシートウィンドウ４０２それぞれに対応
する第１表示領域と第２表示領域が構成されていて良い。
【００５５】
　次に、本発明の実施形態の特徴となるコンフィギュレーションモジュール２０３１が実
行する処理として、ユーザの印刷設定の操作の履歴データを保存し、かつ表示する処理を
、図５を用いて説明する。
【００５６】
　図５は本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する処理を示すフ
ローチャートである。特に、図５では、ユーザの操作の履歴データを保存し、表示する処
理について説明する。
【００５７】
　まず、ユーザによるユーザインタフェース４００のメインＵＩウィンドウ４０１に対す
る操作に基づいて、メインＵＩ表示部３０１は、印刷設定値を変更する（ステップＳ５０
１）。メインＵＩ表示部３０１は、変更前の印刷設定値と変更後の印刷設定値を認識して
取得し、メインデータ処理部３０２に変更前の印刷設定値と変更後の印刷設定値を渡す（
ステップＳ５０２）。
【００５８】
　メインデータ処理部３０２は、現在の印刷設定値３０３に対して変更後の印刷設定値を
適用し、新しい印刷設定値を作成するとともに、これを現在の印刷設定値３０３として登
録する（ステップＳ５０３）。次に、メインデータ処理部３０２は、コンフリクトエンジ
ン３０４に新しい印刷設定値を渡して、コンフリクトの解決を試行する。コンフリクトエ
ンジン３０４は、まず、プリンタドライバ２０３でのコンフリクトとなる操作あるいは印
刷設定項目の組み合わせをすべて記載したコンフリクトルール３０９を読み込む（ステッ
プＳ５０４）。
【００５９】
　ここで、コンフリクトルールの一例について、図６を用いて説明する。
【００６０】
　図６は本発明の実施形態のコンフリクトルールの一例を示す図である。
【００６１】
　図６では、コンフリクトエンジン３０４が読み込むコンフリクトルールの一部を示して
いる。ここでは、２つのコンフリクトルール７０１及び７０２を記述している。本実施形
態では、コンフリクトルールの記述方式として、「：－」という記号の左辺と右辺に分か
れた式になっており、右辺の状態が成立したら左辺の状態に変更するという形式である。
【００６２】
　コンフリクトルール７０１は、ＪｏｂＢｏｏｋｌｅｔ（製本印刷）機能がＯＮになった
ら、ＰａｇｅＳｃａｌｉｎｇ（ページ変倍）機能を「Ｄｉｓａｂｌｅ」（使用不可）にす
るということを示す記述である。これは、印刷方法として製本印刷を設定したら、倍率（
ページ変倍）の機能をユーザインタフェース上でグレーアウト表示してユーザによる操作
を禁止する（操作不可状態にする）ことを示している。
【００６３】
　また、コンフリクトルール７０２は、ＰａｇｅＳｃａｌｉｎｇ（ページ変倍）機能がＤ
ｉｓａｂｌｅになったら、ＪｏｂＮｕｐ機能をＤｉｓａｂｌｅにすることを示す記述であ
る。これは、倍率の機能が使用不可になったら、Ｎｕｐの機能も使用不可にするために、
Ｎｕｐの機能をユーザインタフェース上でグレーアウト表示することを示している。
【００６４】
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　図５の説明に戻る。
【００６５】
　このようなコンフリクトルール３０９を、コンフリクトエンジン３０４は読み込み、そ
の解釈（コンフリクトチェック）を行う。その後、コンフリクトルール３０９に従って、
印刷設定値のコンフリクトを解決する（ステップＳ５０５）。ここでの解決とは、上述の
ように、メインＵＩウィンドウ４０１上で先行して設定した第１印刷設定項目とコンフリ
クトする第２印刷設定項目を操作不可状態（グレーアウト表示状態）に表示制御すること
である。
【００６６】
　そこで、コンフリクトエンジン３０４は、まず、コンフリクトルール３０９を１つずつ
読みだし、そのコンフリクトルールに従って変更しなければならない印刷設定値があるか
否かを判定する（ステップＳ５０６）。
【００６７】
　変更しなければならない印刷設定値がある場合（ステップＳ５０６でＹＥＳ）、その印
刷設定値を変更する（ステップＳ５０７）。このとき、変更した印刷設定値がグレーアウ
ト表示状態、つまり、操作不可状態（ｄｉｓａｂｌｅ）になっているか否かを判定する（
ステップＳ５０８）。操作不可状態である場合（ステップＳ５０８でＹＥＳ）、この印刷
設定値を理由リスト３０８に追加する。この作業を、印刷設定値がすべてのコンフリクト
ルールを満足するようになるまでコンフリクトチェックを繰り返す。
【００６８】
　すべてのコンフリクトルールを満足するようになると、変更する印刷設定値がなくなる
ので（ステップＳ５０６でＮＯ）、コンフリクトエンジン３０４は処理を終了して、メイ
ンデータ処理部３０２に処理を返す。
【００６９】
　次に、メインデータ処理部３０２は、メインＵＩ表示部３０１から渡された変更前の印
刷設定値と、変更後の印刷設定値と、理由リスト３０８をグループにして、これを履歴デ
ータ（履歴情報）として履歴データベース３０７に格納する（ステップＳ５１０）。
【００７０】
　ここで、履歴データベースの一例について、図７を用いて説明する。
【００７１】
　図７は本発明の実施形態の履歴データベースの一例を示す図である。
【００７２】
　履歴データベース３０７は、図７に示すように、ＸＭＬ形式のデータとして、履歴デー
タを保存している。＜Ｈｉｓｔｏｒｙ～＞タグで、１回のユーザ操作の履歴データを保持
している。また、＜Ｆｅａｔｕｒｅ～＞タグで、変更した機能のデータ（印刷設定値）を
保持している。また、＜ＵｎｄｏＦｅａｔｕｒｅＶａｌｕｅ＞タグで、変更前の機能のデ
ータ（印刷設定値）を保持している。また、＜ＣｏｎｆｌｉｃｔＲｅａｓｏｎ　ｎａｍｅ
～＞タグで、理由リストの内容を保持している。
【００７３】
　また、＜Ｈｉｓｔｏｒｙ～＞タグには、「ｏｒｄｅｒ」の属性があり、どの順番でユー
ザが処理したのかを示す順序も保持できるようになっている。「ｏｒｄｅｒ」は履歴デー
タベース３０７に追加するごとに、１つずつインクリメントされる。この順序を辿ること
により、履歴データを時系列に取得したり、追跡することが可能となる。尚、本実施形態
では、履歴データベース３０７に保存する形式はＸＭＬ形式を例に挙げて説明しているが
、ＣＳＶ形式のデータでもテキストデータでもバイナリデータでもかまわない。
【００７４】
　図５の説明に戻る。
【００７５】
　履歴データベース３０７に履歴データを保存したら、メインデータ処理部３０２は、マ
イシートデータ処理部３０６に履歴データの保存が終了したことを伝える。これを受けて
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、マイシートデータ処理部３０６は、履歴データベース３０７から履歴データを取得する
（ステップＳ５１１）。取得した履歴データをマイシート表示部３０５に伝え、マイシー
ト表示部３０５は、履歴データを、例えば、その「ｏｒｄｅｒ」属性に基づいて、ユーザ
インタフェース４００のマイシートウィンドウ４０２上に表示する（ステップＳ５１２）
。この処理によって、ユーザの操作した時系列の履歴データがマイシートウィンドウ４０
２上に次々に表示されていくことになる。
【００７６】
　次に、ユーザがユーザインタフェース４００上の（グレーアウトされている）印刷設定
項目にポインティングデバイスのポインタ（カーソル）で指示したときに実行する、コン
フィギュレーションモジュールの表示制御処理について、図８を用いて説明する。
【００７７】
　図８は本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する表示制御処理
を示すフローチャートである。
【００７８】
　まず、ユーザの操作に基づいて、メインＵＩ表示部３０１は、ユーザインタフェース４
００上のグレーアウトされたＤｉｓａｂｌｅ状態のコントロールに対するポインティング
デバイスのポインタ指示を検知する（ステップＳ６０１）。
【００７９】
　尚、このポインタ指示とは、Ｄｉｓａｂｌｅ状態のコントロールを構成する座標領域（
表示領域）内で、そのポインタが一定範囲内で一定時間存在した場合を意味する。あるい
は、このポインタ指示とは、Ｄｉｓａｂｌｅ状態のコントロールを構成する座標領域内で
、ポインティングデバイスであるマウスのボタンが１回以上クリックされた場合を意味す
る。また、このポインタは、キーボード１０８あるいはポインティングデバイス１０９に
よって操作可能である。
【００８０】
　次に、メインＵＩ表示部３０１は、ポインタ指示位置に属する領域のコントロールを特
定し、そのコントロールが示す機能（印刷設定項目）を特定する（ステップＳ６０２）。
【００８１】
　メインＵＩ表示部３０１は、特定の結果、Ｄｉｓａｂｌｅ状態のコントロール（設定で
きない印刷設定の機能）が指示されたことと、その指示された機能をメインデータ処理部
３０２に伝える。これを受けて、メインデータ処理部３０２はコントロールの値（印刷設
定値）をマイシートデータ処理部３０６に通知する（ステップＳ６０３）。
【００８２】
　マイシートデータ処理部３０６は、履歴データ群を履歴データベース３０７から取得す
る（ステップＳ６０４）。マイシートデータ処理部３０６は、履歴データ群から、最新、
つまり、一番最近行った操作の履歴データを取得する（ステップＳ６０５）。次に、履歴
データの中にある理由リストを参照して、指示されたコントロールの値と同じものがある
か否かを判定する（ステップＳ６０６）。
【００８３】
　同一の値がある場合（ステップＳ６０６でＹＥＳ）、マイシート表示部３０５は、その
履歴データを選択状態にしてマイシートウィンドウ４０２上で強調表示する（ステップＳ
６０７）。一方、同一の値がない場合（ステップＳ６０６でＮＯ）、未処理の履歴データ
がまだ存在するか否かを判定する（ステップＳ６０８）。
【００８４】
　尚、ステップＳ６０７の強調表示とは、ハイライト表示、ブリンク表示等の他の履歴デ
ータの識別可能に表示する識別表示を意味するものであり、ユーザにとって容易に識別可
能な表示形態であればどのようなものでも良い。
【００８５】
　未処理の履歴データが存在する場合（ステップＳ６０８でＹＥＳ）、次の履歴データを
取得する（ステップＳ６０９）。そして、ステップＳ６０６に戻り、指示されたコントロ
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ールの機能と同じ値があるか否かを判定する。これを繰り返し、未処理の履歴データが存
在しなくなったら、処理を終了する。
【００８６】
　このようにして、ユーザが行った操作の履歴データの内、指示したコントロールが設定
できない理由の原因となった操作が、マイシートウィンドウ４０２上で強調表示してユー
ザに示される。
【００８７】
　この表示例について、図９を用いて説明する。
【００８８】
　図９は本発明の実施形態の履歴データの強調表示例を示す図である。
【００８９】
　図９では、カーソル９０１で、操作不可状態（Ｄｉｓａｂｌｅ状態）のコントロール９
０２（ここでは、ページレイアウト機能）を指示すると、そのコントロール９０２が操作
不可状態になった原因となる履歴データ（印刷設定値）９０３が強調表示される。これに
より、ユーザは、過去のどの操作（印刷設定値）が問題で設定変更できなくなったのかを
容易に確認することができる。
【００９０】
　特に、図９では、ページレインアウトに関するコントロール９０２が操作不可状態にな
った理由は、マイシートウィンドウ４０２上で表示される履歴データ一覧の内、印刷方法
（製本印刷）の履歴データ（印刷設定値）９０３に起因していることを示している。
【００９１】
　また、マイシートウィンドウ４０２上で表示されている履歴データ一覧から履歴データ
をカーソル９０１で指示すると、その履歴データによって起因するコンフリクト情報がポ
ップアップして表示される（図１０）。これは、履歴データベース３０７上にある履歴デ
ータの理由リストのデータを、ツールチップ情報としてユーザに表示させる機能である。
この機能により、過去の履歴データにさかのぼって、その操作をしたときのコンフリクト
情報（コンフリクトが発生した原因）を引き出すことが可能であり、次々に履歴データを
指示するだけで対応するコンフリクト情報を確認することができる。
【００９２】
　尚、コンフリクト情報は、ツールチップ情報以外にも専用のダイアログ、音声等の他の
出力形態でユーザに対して出力することももちろん可能である。
【００９３】
　さらに、削除ボタン４０３によって履歴データを削除することで、コンフリクトで問題
になった操作の時点まで、ひとつひとつ順を追いながらすべての印刷設定値を確実に戻す
ことができる。この履歴データ削除処理について、図１１を用いて説明する。
【００９４】
　図１１は本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する履歴データ
削除処理を示すフローチャートである。
【００９５】
　まず、ユーザの操作に基づいて、ユーザインタフェース４００のマイシートウィンドウ
４０２上の履歴データ一覧から選択された履歴データを削除する（ステップＳ１１０１）
。この操作は、例えば、カーソルで履歴データを１つ選択指示し、キーボードのＤｅｌｅ
ｔｅキーを押下することが実現できる。あるいは、マイシートウィンドウ４０２上の削除
ボタン４０３を操作することでも実現できる。
【００９６】
　次に、マイシート表示部３０５は、削除された履歴データを認識し、マイシートデータ
処理部３０６に伝える。マイシートデータ処理部３０６は、履歴データベース３０７から
取得した履歴データ群から、最新、つまり、最後に操作した履歴データを取得する（ステ
ップＳ１１０２）。次に、取得した履歴データが削除を行った履歴データより一つ前の履
歴データであるか否かを判定する（ステップＳ１１０３）。この判定は、削除を行った履
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歴データよりさらに前に戻らないようにするためである。
【００９７】
　取得した履歴データが削除を行った履歴データよりも一つ前の履歴データである場合（
ステップＳ１１０３でＹＥＳ）、処理を終了する。一方、取得した履歴データが削除を行
った履歴データよりも一つ前の履歴データでない場合（ステップＳ１１０３でＮＯ）、履
歴データ群から、その取得した履歴データに対応する変更前の印刷設定値を取得する（ス
テップＳ１１０４）。つまり、図７のＵｎｄｏＦｅａｔｕｒｅＶａｌｕｅを取得する。
【００９８】
　マイシートデータ処理部３０６は、メインデータ処理部３０２に対して、変更前の印刷
設定値に戻すように指示する（ステップＳ１１０５）。メインデータ処理部３０２は、現
在の印刷設定値３０３を渡された変更前の印刷設定値に変更し、コンフリクトエンジン３
０４に渡してコンフリクトを解決させる（ステップＳ１１０６）。つまり、コンフリクト
エンジン３０４は、コンフリクトを解決するために現在の印刷設定値３０３を変更し、メ
インデータ処理部３０２に戻す。
【００９９】
　メインデータ処理部３０２は、マイシートデータ処理部３０６に対して変更前の印刷設
定値に戻したことを伝える。マイシートデータ処理部３０６は、履歴データベース３０７
から最新の履歴データを削除する（ステップＳ１１０７）。マイシートデータ処理部３０
６は、次に新しい履歴データを取得する（ステップＳ１１０８）。そして、ステップＳ１
１０３に戻り、ユーザが削除した履歴データまで変更前の印刷設定値に戻す作業を繰り返
す。ユーザが削除した履歴データまで変更前の印刷設定値に戻す作業が終了したら、処理
を終了する。
【０１００】
　このようにして、ユーザは自分が操作した印刷設定の履歴データを元に、履歴データ一
覧中のコンフリクトが発生している履歴データの位置まで、印刷設定値を元に戻すことが
でき、再度印刷設定をしなおすことができる。
【０１０１】
　また、マイシートウィンドウ４０２は、メインＵＩウィンドウ４０１内のタブシートに
変更されても、メインＵＩウィンドウ４０１とは独立して常に表示されている。そのため
、ユーザは、自分が設定した印刷設定項目がどのタブシート上に構成されているかを仮に
忘れてしまったとしても、コンフリクトを解決するための履歴データを削除する操作を行
うことが可能である。
【０１０２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、設定できない（操作不可状態にある）コン
トロールを指示した場合には、その操作不可状態が発生した原因となる履歴データをユー
ザに対して識別表示して提示することができる。これにより、ユーザは、過去のどの操作
が原因でコンフリクトが発生してしまったかをすぐに確認することが可能となる。つまり
、複雑に絡み合ったコンフリクトであっても、自分のどの操作が起点となってコンフリク
トを発生させているかを容易にユーザは認識することできる。
【０１０３】
　また、コンフリクトを解除する場合にも、過去に設定した印刷設定値をすべて標準印刷
設定値（デフォルト値）に戻すことなく、履歴データ一覧から該当する履歴データを削除
するだけで、操作の順番に従って印刷設定値を元に戻すことができる。これにより、コン
フリクトが発生した時点まで、完全にコンフリクト発生前の元の印刷設定値に戻すことが
できる。また、複雑な構成（操作画面）からなるユーザインタフェースの各操作画面を確
認することなく、いつでも表示されている履歴データを元にコンフリクトを容易に解決す
ることができる。
【０１０４】
　尚、上記実施形態では、プリンタドライバ２０３によって、図４のユーザインタフェー
スを実現する場合を例に挙げて説明しているが、専用のアプリケーションや、アプリケー
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ションのプラグインモジュール等の他のソフトウェアで実現することも可能である。
【０１０５】
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラ
ムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機
器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用し
ても良い。
【０１０６】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形
態では図に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムあるいは装置に直接
あるいは遠隔から供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給
されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
【０１０７】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０１０８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【０１０９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスクがある。また、更に、記録媒体としては、光磁気ディ
スク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカー
ド、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【０１１０】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、その接続先のホームページから本
発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含む
ファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それ
ぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能であ
る。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複
数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである。
【０１１１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【０１１２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。また、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動
しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【０１１３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形
態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
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【０１１４】
【図１】本発明の実施形態の印刷処理システムのブロック構成図である。
【図２】本発明の実施形態の印刷処理システムのソフトウェア構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールの詳細構成を示す図であ
る。
【図４】本発明の実施形態のプリンタドライバのユーザインタフェースの一例を示す図で
ある。
【図５】本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する処理を示すフ
ローチャートである。
【図６】本発明の実施形態のコンフリクトルールの一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態の履歴データベースの一例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する表示制御処理
を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態の履歴データの強調表示例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態のコンフリクト情報の表示例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態のコンフィギュレーションモジュールが実行する履歴データ
削除処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　ＲＡＭ
　１０４　入力インタフェース
　１０５　外部記憶装置
　１０５１　アプリケーション
　１０５２　印刷関連プログラム
　１０５３　プリンタドライバ
　１０５４　オペレーティングシステム
　１０６　出力インタフェース
　１０７　システムバス
　１０８　キーボード
　１０９　ポインティングデバイス
　１１０　モニタ
　１１１　プリンタ
　２０１　アプリケーション
　２０１１　文書データ
　２０１２　印刷設定
　２０１３　描画データ
　２０２　グラフィックスエンジン
　２０３　プリンタドライバ
　２０３１　コンフィギュレーションモジュール
　２０３２　レンダリングモジュール
　２０３３　機種依存データファイル
　２０４　レイアウトモジュール
　２０５　スプールファイル
　２０６　プリントマネージャ
　２０７　Ｉ／Ｏモジュール
　３０１　メインＵＩ表示部
　３０２　メインデータ処理部
　３０３　現在の印刷設定値
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　３０４　コンフリクトエンジン
　３０５　マイシート表示部
　３０６　マイシートデータ処理部
　３０７　履歴データベース
　３０８　理由リスト
　３０９　コンフリクトルール

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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